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（１）地域水道ビジョン策定の趣旨 

今日、水道事業に求められることは、「十分な水の供給」から、「より安全でおい

しい水の供給」や「危機管理体制の充実」などへ高度化・多様化しています。また、

水道法や地方公営企業法をはじめ、様々な法制度の改正が行われ、事業を取り巻く環

境も変わりつつあります。 

このような流れを受け、厚生労働省では平成１６年６月に策定した『水道ビジョン』

を全面的に見直し、平成２５年３月に「新水道ビジョン」を策定・公表しました。 

越生町の水道事業は、昭和４０年に簡易水道として事業の創設認可を受け、昭和４

４年簡易水道を上水道に変更し、給水人口の増加に伴う水需要の伸びに対応するため

に事業の拡張を行い、現在は、平成８年度に第５次変更認可を受けた、計画給水人口

１５，８３０人、一日最大給水量８，２１０ｍ3として運営しております。 

しかしながら、少子高齢化社会を迎え人口減少の時代を迎えた現在、料金収入の減

少に加え、過去の拡張事業で構築した施設や管路の更新時期を迎え、大きな投資の必

要性に迫られ、水道事業の財政運営はかつてない厳しい状況となっています。 

このような時代の流れの中で、水道事業は自己責任の原則に立脚した上で、地域特

性を踏まえた事業経営を行っていくことが求められます。本ビジョンは、健全で効率

的な事業経営を進め、安全でおいしい水を安定的に供給するという水道事業者の責務

を果たすため、現状の課題を明らかにするとともに、今後の進むべき方向性を『越生

町水道ビジョン』として作成・公表するものです。 
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（２）水道ビジョンの位置づけ 

  本ビジョンは、『越生町長期総合計画(平成22年度策定)』との整合を図りながら、

概ね20年後の長期的な将来像を見据えた上での、今後10年間(計画期間:平成26～35年

度)にわたる事業運営に関する課題と解決の方向性を示します。 

また、本ビジョンに示した目標を踏まえ、水道事業基本計画として具体化していく

とともに、財政状況や利用者ニーズ、社会情勢などの変化を踏まえ、定期的に見直し

を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

越生町水道ビジョンの位置づけ

 

安安心心、、安安全全なな水水ををいいつつままででもも 

（平成 23 年 3 月改定）

基基本本理理念念  

【【越越生生町町  策策定定】】  

基基本本理理念念  

（平成25年3 月策定）

【【厚厚生生労労働働省省策策定定】】  

基基本本理理念念  

（平成26年3月策定）

【【越越生生町町水水道道課課  策策定定】】  

町町民民とと行行政政ととのの協協働働にによよるる  新新たたななままちちづづくくりりのの創創造造  

自自然然をを愛愛でで  ややささししささととううるるおおいいののああるるままちちづづくくりり  

地地域域のの特特性性をを活活かかししたた  活活力力とと魅魅力力ののああるるままちちづづくくりり  

地地域域ととととももにに、、  

信信頼頼をを未未来来ににつつななぐぐ日日本本のの水水道道
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（１）越生町の概況 

本町は、埼玉県のほぼ中央に位置し、首都５０ｋｍ圏にあります。面積は、４０、

４４ｋｍ2、東は鳩山町、南は毛呂山町、西は飯能市、北はときがわ町に接しています。

西の外秩父山地と関東西北部の接点にあり、町の中央を越辺川が貫流しているため、

地形の変化に富み、町土の７割を占め豊かな自然に恵まれています。 

  本町は、県立黒山自然公園の中心に位置し、外秩父山地の豊かなみどりに恵まれ、

また多くの歴史的遺産、文化財、伝統的な行事、季節感のある祭りなど観光資源の豊

富な町であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 水道事業の概要 

越生町 位置図

 

越生町
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（２）越生町水道事業の概要 

  越生町水道事業は、昭和４０年に簡易水道として事業の創設認可を受け、昭和４４

年簡易水道を上水道に変更し、給水区域の拡大を図ってまいりました。その後需要の

増加に伴い給水区域の拡大、水源確保等の数次の変更認可を受け、平成４年度には県

水の受水を開始しました。クリプトスポリジウム問題の発生を契機に膜ろ過施設の導

入を行い、平成８年度に第５次変更認可を受け、計画給水人口１５，８３０人、一日

最大給水量８，２１０ｍ3として、現在に至っております。 

町水の水源は、第１水源の越辺川伏流水（許可水量３，３６９ｍ3/日量）と第２水

源の黒山湧水（５００～７００ｍ3/日量）で、荒川・利根川表流水を水源とする埼玉

県企業局の県水（日量約２，０００ｍ3）により、供給水量を確保しております。 

町水の浄水方法は膜ろ過施設によるものですが、前処理として、急速ろ過方式によ

る浄水処理を行っています。その方法は、第１水源である越辺川では、川床下３ｍに

布設された直径８００ｍｍ、延長２４ｍの多孔管から伏流水を着水井に導水し、前塩

素及び凝集剤（ＰＳＩ）を添加し、混和・フロック形成池から傾斜板沈澱池にて懸濁

物質を沈澱･除去後、急速ろ過池でろ過し、膜ろ過施設に送られ、膜処理及び後塩素処

理後、配水池に送られます。 

第２水源の黒山湧水は、浄水場の上流４ｋｍで取水し、導水管にて浄水場まで導水

し、別系統で第１水源と同様に前処理し、急速ろ過池の手前で第１水源と合流します。 

本膜ろ過施設は、これらの既存施設を活用することにより、膜に対する負荷を軽減

し、膜寿命が伸びることを期待して急速ろ過施設の後段に設置することとしました。 

また、大字大満にある配水池からは、自然流下で配水されますが、大満・黒山・龍

ヶ谷・麦原・上谷及び小杉の一部と堂山の一部は、配水場より高地になるため、ポン

プにより送水し、１８のポンプ場や配水池等を経由し、配水されています。また、大

字如意のしらさぎ地区や大字越生の上台地区なども低水圧のため、ポンプ場を経て配

水されています。 

なお、県水は、越生町大字鹿下にある県水受水場で受水後、必要に応じて塩素を追

加注入し、同じく大字鹿下の県水配水場から町水と同様自然流下で配水されており、

両系統の配水管が管網となって接続されているため、給水区域は明確に区分されず、

ほとんどの地区は、町水と県水が合流しています。 

 

 

 

 

 
 平平成成 88 年年  

  

ｸｸﾘﾘﾌﾌﾟ゚ﾄﾄｽｽﾎﾎﾟ゚ﾘﾘｼｼﾞ゙ｳｳﾑﾑ汚汚染染  

町町水水取取水水停停止止 

 
平平成成 44 年年  

  

県県水水導導入入  

 昭昭和和 4444 年年  
  

浄浄水水場場完完成成  

給給水水開開始始  

 平平成成 1100 年年  
  

膜膜ろろ過過施施設設完完成成  

町町水水送送水水開開始始 



 

 
 
5 

 

事業認可の経緯 

事  業 許可年月 計画給水人口 計画給水量 主な事業 

創  設 昭和40年7月 5,000人 750m3/日 簡易水道事業 

第１次拡張事業 昭和44年3月 11,000人 3,000 m3/日 水道事業変更許可 

第２次拡張事業 昭和48年12月 11,000人 3,300 m3/日 給水区域拡大 

第３次拡張事業 昭和53年7月 15,000人 6,300 m3/日 計画人口・給水量変更 

第４次拡張事業 昭和63年3月 15,000人 7,900 m3/日 給水区域拡大、県水導入 

第５次拡張事業 平成9年3月 15,830人 8,210 m3/日 第2水源廃止、浄水方法変更
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（１）水需要の現状 

給水人口は、毎年減少し、年平均で約１２８人づつ減っております。平成２４年度

末現在、給水人口は１２，５１８人となっています。給水普及率は９９.９％です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 行政区域内人口 給水区域内人口 給水人口 給水普及率 

平成１３年度 １４，０８７人 １４，０７５人 １４，０５５人 ９９．９％ 

平成１４年度 １３，９８３人 １３，９７２人 １３，９５５人 ９９．９％ 

平成１５年度 １３，８９６人 １３，８８５人 １３，８６２人 ９９．８％ 

平成１６年度 １３，７２８人 １３，７１８人 １３，６９４人 ９９．８％ 

平成１７年度 １３，５８７人 １３，５６３人 １３，５５４人 ９９．９％ 

平成１８年度 １３，４２１人 １３，４０４人 １３，３９７人 ９９．９％ 

平成１９年度 １３，２７４人 １３，２６８人 １３，２５３人 ９９．９％ 

平成２０年度 １３，１０１人 １３，０９５人 １３，０８０人 ９９．９％ 

平成２１年度 １２，９４７人 １２，９４２人 １２，９３０人 ９９．９％ 

平成２２年度 １２，８５０人 １２，８４５人 １２，８３３人 ９９．９％ 

平成２３年度 １２，７４４人 １２，７３８人 １２，７２３人 ９９．９％ 

平成２４年度 １２，５３７人 １２，５３１人 １２，５１８人 ９９．９％ 

 

３ 水道事業の現状と課題 
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有収水量は、給水人口の減少と併せて、年々減少しており、この１２年間で、191,381

ｍ3減っています。平均有収水量も同様に減少しておりますが、一日最大給水量は多少

の変動はあるものの大きな変化はありません。平成２４年度有収水量は1,407,177ｍ3/

年となっています。 

 

（単位：m3） 

   ※一日最大給水量：年間での一日給水量のうち最大のものです。 

   ※一日平均有収水量：年間総有収水量を年日数で割ったものです。

取 水 量 
 有収水量 給水量 

県水 

受水量 
第１水源 第２水源 

１日平均

有収水量 

１日最大

給水量 

平成１３年度 1,598,468 1,900,013 657,774 1,088,593 216,973 4,379 6,155 

平成１４年度 1,578,398 1,887,527 649,054 1,081,717 218,633 4,324 6,148 

平成１５年度 1,566,679 1,854,045 657,307 1,038,106 217,691 4,281 6,080 

平成１６年度 1,575,955 1,888,416 654,499 1,010,223 216,424 4,318 6,087 

平成１７年度 1,560,595 1,937,131 913,897 794,812 230,439 4,726 6,100 

平成１８年度 1,541,285 1,919,557 912,437 731,285 238,732 4,223 5,994 

平成１９年度 1,522,604 1,859,501 914,824 682,931 235,314 4,160 5,790 

平成２０年度 1,500,042 1,877,050 858,813 718,262 229,361 4,110 5,841 

平成２１年度 1,474,215 1,874,822 858,237 742,077 264,557 4,039 5,802 

平成２２年度 1,468,043 1,916,249 821,730 787,987 362,490 4,022 5,999 

平成２３年度 1,420,916 1,976,132 809,400 830,176 404,171 3,882 6,280 

平成２４年度 1,407,177 1,889,108 799,322 743,715 366,372 3,855 6,224 
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（２）施設の現状 

水道施設は、以下に示すとおりです。 

 

 機  場 施  設 所 在 地 築造年度

１ 越生取水場 第１水源（越辺川） 越生町大字大満６２９番地 1969 

２ 黒山湧水 第２水源（黒山湧水） 越生町大字黒山８８３番地４ 1986 

着水井(第1水源) 1968 

ﾌﾛｯｸ形成池(第1水源) 1968 

薬品沈澱池(第1水源) 1969 

着水井(第2水源) 1980 

ﾌﾛｯｸ形成池(第2水源) 1980 

薬品沈澱池(第2水源) 1980 

急速ろ過池(第１・第２水源) 1969・80 

膜ろ過施設 1997 

浄水池 1969 

３ 

 

 

 

 

越生町浄水場

 

 

 

 

自家発電装置 

越生町大字大満６２９番地 

 

 

 

 

1970 

第１配水池 1970 

第２配水池 1970 

第３配水池 1970 

４ 

 

 

大満配水場 

 

 

 第４配水池 

越生町大字大満６６２番地７ 

1983 

５ 黒山中区配水場 越生町大字黒山２６２番地２ 1975 

６ 黒山高区配水場 越生町大字黒山２９２番地３ 1975 

７ 大満住宅建設配水池 越生町大字大満１３２６番地８ 1982 

８ 平倉配水池 越生町大字龍ヶ谷１９３番地２ 1993 

９ 上谷配水池 越生町大字上谷５３７番地２ 1970 

１０ 山中配水場 越生町大字小杉８０２番地５ 1984 

受水施設 1991 １１ 県水受水場 

自家発電装置 

越生町大字鹿下６０５番地１ 

1991 

１２ 県水配水場 越生町大字鹿下５８３番地 1991 

１３ 戸神Ｎｏ１配水場 越生町大字龍ヶ谷１１４番地４ 1989 

１４ 北戸神Ｎｏ２配水場 越生町大字龍ヶ谷６４７番地３ 1989 

１５ 龍ヶ谷Ｎｏ３配水場 越生町大字龍ヶ谷８８１番地４ 1989 
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 機  場 施  設 所 在 地 築造年度 

１６ 麦原Ｎｏ４配水場 越生町大字麦原９５８番地３ 1989 

１７ 山入Ｎｏ５配水場 越生町大字上谷８０３番地３ 1989 

１８ 大満住宅建設ポンプ場 越生町大字大満１３１１番地２８ 2008 

１９ 平倉ポンプ場 越生町大字大満４６１番地１ 2009 

２０ 上谷ポンプ場 越生町大字上谷２４６番地３ 1972 

２１ 堂山ポンプ場 越生町大字堂山２２８番地先 1975 

２２ 山中ポンプ場 越生町大字小杉７４０番地３１ 2005 

２３ 小杉台増圧場 越生町大字小杉３９８番地３ 1989 

２４ 上台増圧場 越生町大字越生７０５番地２ 1983 

２５ しらさぎ増圧場 越生町大字如意５８７番地４ 1991 

２６ 麦原口Ｎｏ１増圧場 越生町大字小杉９３１番地６ 1989 

２７ 下ノ萱戸Ｎｏ２増圧場 越生町大字麦原１番地５ 1989 

２８ 菖蒲谷Ｎｏ３増圧場 越生町大字麦原４１３番地２ 1989 

２９ 夏内Ｎｏ４増圧場 越生町大字麦原１５８番地２ 1989 

３０ 芹ヶ沢Ｎｏ１加圧場 越生町大字小杉９９１番地５ 1989 

３１ 峰Ｎｏ２加圧場 越生町大字麦原６１５番地２ 1989 

３２ 赤坂Ｎｏ３加圧場 越生町大字麦原４８０番地３ 1989 

３３ 山入Ｎｏ４加圧場 越生町大字上谷１４２４番地４ 1989 

３４ 北戸神Ｎｏ５加圧場 越生町大字龍ヶ谷９２番地３ 1989 

３５ 龍ヶ谷Ｎｏ１減圧場 越生町大字龍ヶ谷３１３番地２ 1989 
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＜水源施設＞ 

 越辺川伏流水・黒山湧水において年間配水量の約６割にあたる原水を取水しております。

残りの約４割は埼玉県営水道から浄水を受水しています。 

 

＜浄水施設＞ 

 大満浄水場では、原水水質に対応し、凝集・沈澱・急速ろ過・膜ろ過による処理を行っ

ています。また、給水栓での水の安全を確保するため、塩素による消毒を行っています。 

 

＜配水施設＞ 

 大満配水場（第１配水池・第2配水池・第３配水池・第４配水池ＰＣ）・県水配水場・

黒山高区配水場・黒山中区配水場・大満住宅建設配水場・平倉配水場・龍ヶ谷No3配水場・

戸神No1配水場・北戸神No2配水場・麦原No4配水場・山入No5配水場・山中配水場・上谷

配水場の合計１３の配水場を整備しています。 

 

＜増圧・加圧・減圧・ポンプ施設＞ 

 上台増圧場・下ノ萱戸No2増圧場・菖蒲谷No3増圧場・夏内No4増圧場・麦原No1増圧場・

しらさぎ増圧場・山入No4加圧場・赤坂No3加圧場・峰No2加圧場・芹ケ沢No1加圧場・北戸

神No5加圧場・龍ヶ谷No1減圧場・大満住宅建設ポンプ場・平倉ポンプ場・小杉台ポンプ場・

山中ポンプ場・堂山ポンプ場・上谷ポンプ場の合計１８の各施設を整備しています。 

 

＜管路施設＞ 

 平成２４年度末現在、管路施設の整備延長は、以下に示すとおりです。 

導水管    ５，１４１ｍ 

送水管   １３，４８５ｍ 

配水管  １３６，１９４ｍ 

 

 また、法定耐用年数を超えた老朽管は約２３ｋｍ、破損事故・漏水の原因となる石綿

セメント管は約５ｋｍが残存しています。 

法定耐用年数（４０年）を超えた送配水管   ２３，０９８ｍ 

石綿セメント管                ５，１９４ｍ 
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（３）経営の状況 

① 収益性・料金 

経常費用と経常収益のバランスは、経常収支比率という指標によって示されます。 

直近５年間の経常収支比率は平成２１年度と平成２２年度はかろうじて１００％を

上回っておりますが、平成２３年度・平成２４年度と連続して経常赤字となっており

ます。 

  有収水量の生産により発生する費用と得ている収益とのバランスは、給水原価と供

給単価によって示されます。直近の５年間では、給水原価が供給単価を上回った状態

であり、適正な料金収入が確保されていない状況です。 
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② 経営状況 

  水道事業の経営状況は、次の表に示すとおり、非常に厳しい状況となっております。

原因としては、山間部が多く、ポンプ設備等を多用しなければ給水できないなどの地

形の問題と、クリプトスポリジウム問題の発生により、膜ろ過施設を追加整備したこ

とからその維持経費等が大きな負担となっていることが挙げられます。また、給水収

益の減少が進む中、費用の削減は、水道事業経営のために必要な経費であるため、削

減できないものが多く、結果的に経営の悪化を招いております。 

 

 

類似団体との比較表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度
人口１万人

～２万人

人口５千人

～１万人

経営資本　営業利益率 ％ 1.27 0.07 0.81 0.63 -0.04 -1.27 1.1 0.7

経営資本回転率 回 0.16 0.15 0.14 0.14 0.13 0.14 0.1 0.1

営業収益対営業利益率 ％ 8.07 0.45 5.77 4.44 -0.33 -9.21 13.8 9.9

固定資産構成比率 ％ 74.66 78.28 78.66 79.87 80.09 83.7 87.6 88.6

固定負債構成比率 ％ 16.09 15.29 13.86 12.83 12.85 12.48 32.2 35.7

自己資本構成比率 ％ 62.58 63.67 61.93 62.1 60.72 63.99 66.5 63.3

固定比率 ％ 119.29 122.95 127.01 128.6 131.92 130.8 131.7 140.1

流動比率 ％ 2,114.85 2,658.74 742.62 741.02 441.68 760.86 957.2 1,096.7

酸性試験比率 ％ 2,058.72 2,580.06 720.65 717.35 427.37 727.75 934.4 1,086.4

減価償却率 ％ 5.2 4.7 4.9 5.2 5.3 5.6 3.0 2.8

企業債償還金 ％ 12.39 12.54 12.17 12.25 12.68 11.93 27.8 34.1

企業債利息 ％ 5.45 5.15 4.86 4.51 4.26 4.01 11.6 13.7

企業債元利償還金 ％ 6.95 7.39 7.31 7.74 8.43 7.91 39.3 47.7

給水量 立米 232,438 234,631 267,832 273,750 282,305 314,851 400,961 343,230

有収水量 立米 190,326 187,505 210,602 209,720 202,988 234,515 331,906 279,722

営業収益 円 36,970,779 35,093,749 38,922,843 39,057,249 37,957,908 43,418,254 57,246,944 50,736,802

給水人口 人 1,656 1,635 1,847 18,332 1,818 2,086 2,806 2,359

平均給水収益（Ａ） 円 177.77 178.39 178.31 177.83 177.49 178.18 166.22 177.43

給水原価（Ｂ） 円 184.08 192.23 182.61 185.86 195.68 209.74 168.38 188.63

Ａ／Ｂ ％ 96.57 92.8 97.65 95.68 90.7 84.95 98.7 94.1

※類似団体の数字は、平成22年度水道統計（社団法人　日本水道協会）による。

越　　生　　町 類似団体

経営分析

料金収入

に対する

比率

職員一人

当たりの
業務量

有収水量

１立米

当たり

単位項目
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【経営分析】 

※ 経営資本営業利益率 

水道事業で利益を生み出したのかという指標。 

営業利益／経営資本×１００   経営資本＝総資産－（建設勘定＋投資） 
 

※ 経営資本回転率 

経営資本の利用度をみます。本来の経営活動に使用している資産から効率よく売り上げを

上げているかの指標。高いほど良い。 

営業利益／経営資本×１００ 

 

※ 営業利益対営業利益率 

水道事業により得た利益が営業収益の何％にあたるかを見ます。高いほど良い。 

営業利益／営業収益×１００ 

 

※ 固定資産構成比率 

資産合計中の固定資産の割合を示すもの。低い方が良い。 

固定資産／総資産×１００ 

 

※ 固定負債構成比率 

総資本に対する固定負債と借入資本金の割合を示すもの。事業体の他人資本依存度を示す指標。 

    （固定負債＋借入資本金）／負債・資本合計×１００ 

 

※ 自己資本構成比率 

総資本に占める自己資本の割合であり、水道事業は、施設の建設費の大部分を企業債によ

って調達していることから、自己資本の構成比は率は、低いものにならざるを得ないが、事

業経営の安定化を図るためには、自己資本の造成が必要である。 

自己資本／総資本×１００ 

 

※ 固定比率 

    固定資産／自己資本×１００ 

 

※ 流動比率 

    流動資産／流動負債×１００ 

 

※ 酸性試験比率 

    （現金預金＋未収金）／流動負債×１００ 

 

※ 減価償却率 

    当年度減価償却額／（有形固定資産＋無形固定資産－土地－建設勘定＋当年度減価償却額）×１００ 
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【料金収入に対する比率】 

※ 企業債償還金 

    企業債償還金／給水収益×１００ 

 

※ 企業利息 

    企業債利息／給水利益×１００ 

 

※ 企業債元利償還金 

企業債元利償還金／給水収益×１００ 

 

【職員一人当たりの業務量】 

※ 給水量 

    年間給水量／損益勘定所属職員数 

 

※ 有収水量 

    年間有収水量／損益勘定所属職員数 

 

※ 営業利益 

    営業収益／損益勘定所属職員数 

 

※ 給水人口 

現在給水人口／損益勘定所属職員数 

 

【有収水量１立米当たり】 

※ 平均給水収益 

    給水収益／年間有収水量 

 

※ 給水原価 

    （総費用－（受託工事費＋材料費＋付帯事業））／年間有収水量 
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③ 組織体制 

水道課は、現在、職員７名で運営をしております。平成２３年度までは、職員８名

で運営をしておりましたが、経営状況の悪化に伴い、平成２４年度から１名減員とし

ました。しかし、施設数が多く、また、組織規模が小さいことから、業務委託等を進

めることにより施設運営に支障を来すことのない体制づくりが必要となっております。 

また、現在の委託状況は、施設の維持管理、検針及び水質検査については、業務を

委託して実施しています。 
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（４）越生町水道事業の課題 

（１）、（２）、（３）の状況を踏まえた越生町水道事業の課題は、次のようなものが

挙げられます。 

 

■ 課題１ 

年々水需要が減少しており、結果、給水収益の悪化につながっています。 

 

■ 課題２ 

各施設が老朽化しており、耐震化対策を含め、計画的な改修等が必要となっています。 

 

■ 課題３ 

耐用年数を経過した管路が多数存在し、漏水原因となっています。このため、有収率

が悪化しており、計画的な改修が必要となっています。 

 

■ 課題４ 

第２水源はマンガンを多く含んでおり、また、第１水源は、過去にクリプトスポリジ

ウム問題が発生したこともあることから、浄水方法として、凝集・沈殿・急速ろ過・膜

ろ過による処理をしており、この維持管理に係る負担は大きなものとなっています。 

 

■ 課題５ 

配水池やポンプ場が多く、その管理や維持費の負担が大きなものとなっています。 

 

■ 課題６ 

組織規模が小さいため、水道技術の継承・維持が困難になりつつあります。 
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越生町の水道事業の現状と課題を踏まえ、「安心、安全な水をいつまでも」を基本

理念とし、３つの基本方針のもとで事業を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）基本方針「１．安心、安全な水の供給」 

 

越生町の水道普及率は、９９．９％となっており、国の水道普及率９７．５％（平

成２２年度）に比べ高いものとなっています。 

また、越生町では、平成８年度にクリプトスポリジウム問題が発生し、膜ろ過施設

を導入し、安全な水の供給に努めております。 

今後におきましても、水道利用者が安心して利用できる、そして安全な水を供給し

てまいります。 

 
基基本本理理念念 基基本本方方針針

越生町水道ビジョン 基本理念及び基本方針 

４ 越生町水道事業の基本方針 
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（２）基本方針「２．災害への対策強化」   

 

越生町は、自然災害の少ない町でありますが、東日本大震災など大きな災害が発生

した場合や地域的な災害により越生町に被害が発生した場合を想定し、必要な対策を

講じる必要があります。 

一方で、耐震診断費用や施設の耐震化費用などは水道事業にとっても大きな負担と

なります。施設更新の時期を見据えながら、耐震化のための改修が良いのか、施設の

更新が良いのかその見極めも必要となります。効率的で、かつ災害への対応が可能な

施設や設備に転換してまいります。 

 

 

（３）基本方針「３．運営基盤の強化」 

 

安心、安全な水の供給を続けて行くには、水道事業の安定した運営が必要となりま

す。水道事業費用は、東日本大震災以降、電力費の増大や新たなに放射性物質検査を

余儀なくされるなど、経常経費の増大が止まらず非常に厳しい状況です。今後の給水

収益の減少を考え併せると安定した水道事業経営について必要な対策を行う必要があ

ります。 
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（１）給水人口・給水量等の予測 

① 給水人口の予測 

将来の越生町の行政区域内人口を「コーホート法」の手法で推計を行い、給水区域

内人口及び給水人口をこれまでの実績を踏まえ次のとおり算出しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 行政区域内人口 給水区域内人口 給水人口 給水普及率 

平成２５年度 １２，３６７人 １２，３６３人 １２，３４９人 ９９．９％ 

平成２６年度 １２，２０６人 １２，２０２人 １２，１８９人 ９９．９％ 

平成２７年度 １２，０４５人 １２，０４１人 １２，０２９人 ９９．９％ 

平成２８年度 １１，８９９人 １１，８９５人 １１，８８３人 ９９．９％ 

平成２９年度 １１，７５２人 １１，７４８人 １１，７３７人 ９９．９％ 

平成３０年度 １１，６０６人 １１，６０２人 １１，５９３人 ９９．９％ 

平成３１年度 １１，４５９人 １１，４５５人 １１，４４６人 ９９．９％ 

平成３２年度 １１，３１３人 １１，３０９人 １１，３０１人 ９９．９％ 

平成３３年度 １１，１５６人 １１，１５２人 １１，１４４人 ９９．９％ 

平成３４年度 １０，９９９人 １０，９９５人 １０，９８８人 ９９．９％ 

平成３５年度 １０，８４１人 １０，８３８人 １０，８３３人 ９９．９％ 

５ 基本方針の実現方策 
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② 給水戸数の予測 

越生町の一戸あたり給水人口の実績値は、減少傾向が続いているが、平成２２年度

以降の減少傾向は緩やかになっていることから、「逆ロジスティック曲線」の推計値を

将来一戸あたり給水人口に採用し、推計しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 給水人口 
一戸あたり給水 

人口 （人/戸） 
給水戸数 備 考 

平成２４年度 １２，５１８人 ２．３８ ５，２５２戸 実績値 

平成２５年度 １２，３４９人 ２．３６ ５，２３３戸 推計値 

平成２６年度 １２，１８９人 ２．３５ ５，１８７戸 推計値 

平成２７年度 １２，０２９人 ２．３４ ５，１４１戸 推計値 

平成２８年度 １１，８８３人 ２．３３ ５，１００戸 推計値 

平成２９年度 １１，７３７人 ２．３２ ５，０５９戸 推計値 

平成３０年度 １１，５９３人 ２．３２ ４，９９７戸 推計値 

平成３１年度 １１，４４６人 ２．３１ ４，９５５戸 推計値 

平成３２年度 １１，３１３人 ２．３１ ４，８９２戸 推計値 

平成３３年度 １１，１５６人 ２．３１ ４，８２４戸 推計値 

平成３４年度 １０，９９９人 ２．３１ ４，７５７戸 推計値 

平成３５年度 １０，８４１人 ２．３０ ４，７１０戸 推計値 
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③ 生活用水量の予測 

生活用水量は、過去１０年の平均値２５３Ｌ/人・日を基に推計しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 給水人口 
原単位 

 （L/人・日） 

生活用水量 

（m3/日） 
備 考 

平成２４年度 １２，５１８人 ２５１ ３，１４６ 実績値 

平成２５年度 １２，３４９人 ２５３ ３，１２４ 推計値 

平成２６年度 １２，１８９人 ２５３ ３，０８４ 推計値 

平成２７年度 １２，０２９人 ２５３ ３，０４３ 推計値 

平成２８年度 １１，８８３人 ２５３ ３，００６ 推計値 

平成２９年度 １１，７３７人 ２５３ ２，９６９ 推計値 

平成３０年度 １１，５９３人 ２５３ ２，９３３ 推計値 

平成３１年度 １１，４４６人 ２５３ ２，８９６ 推計値 

平成３２年度 １１，３１３人 ２５３ ２，８５９ 推計値 

平成３３年度 １１，１５６人 ２５３ ２，８１９ 推計値 

平成３４年度 １０，９９９人 ２５３ ２，７８０ 推計値 

平成３５年度 １０，８４１人 ２５３ ２，７４１ 推計値 
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④ 業務営業用水量の予測 

業務営業用水量は、減少傾向にありますが、最も減少傾向の少ない「べき曲線」に

より推計し、これに民間企業誘致による社会的増として、平成２８年度から２，００

０ｍ3/日を加算しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
推計値 

（m3/日） 

社会増 

（m3/日） 

合計 

（m3/日） 
備 考 

平成２４年度 ７０９ ０ ７０９ 実績値 

平成２５年度 ７３５ ０ ７３５ 推計値 

平成２６年度 ７３０ ０ ７３０ 推計値 

平成２７年度 ７２６ ０ ７２６ 推計値 

平成２８年度 ７２２ ２，０００ ２，７２２ 推計値 

平成２９年度 ７１８ ２，０００ ２，７１８ 推計値 

平成３０年度 ７１５ ２，０００ ２，７１５ 推計値 

平成３１年度 ７１２ ２，０００ ２，７１２ 推計値 

平成３２年度 ７０９ ２，０００ ２，７０９ 推計値 

平成３３年度 ７０６ ２，０００ ２，７０６ 推計値 

平成３４年度 ７０３ ２，０００ ２，７０３ 推計値 

平成３５年度 ７０１ ２，０００ ２，７０１ 推計値 
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⑤ 有収水量の予測 

有収水量（生活用水量＋業務営業用水量）は、次のように推計しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
生活用 

（m3/日） 

業務営業用 

（m3/日） 

合計 

（m3/日） 
備 考 

平成２４年度   ３，１４６   ７０９   ３，８５５ 実績値 

平成２５年度   ３，１２４   ７３５   ３，８５９ 推計値 

平成２６年度   ３，０８４     ７３０   ３，８１４ 推計値 

平成２７年度   ３，０４３     ７２６   ３，７６９ 推計値 

平成２８年度   ３，００６   ２，７２２   ５，７２８ 推計値 

平成２９年度   ２，９６９   ２，７１８   ５，６８７ 推計値 

平成３０年度   ２，９３３ ２，７１５   ５，６４８ 推計値 

平成３１年度   ２，８９６   ２，７１２   ５，６０８ 推計値 

平成３２年度   ２，８５９   ２，７０９   ５，５６８ 推計値 

平成３３年度   ２，８１９   ２，７０６   ５，５２５ 推計値 

平成３４年度   ２，７８０   ２，７０３   ５，４８３ 推計値 

平成３５年度   ２，７４１   ２，７０１   ５，４４２ 推計値 
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⑥ 一日平均給水量の予測 

過去の実績を踏まえ、有効率、無収率、有収率を推計し、一日平均給水量は、有収

水量を有収率で除して算出しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
有収水量 

（m3/日） 

有収率 

（％） 

一日平均給水量 

（m3/日） 
備 考 

平成２４年度   ３，８５５  ７４．５   ５，１７６ 実績値 

平成２５年度   ３，８５９  ７５．２   ５，１３２ 推計値 

平成２６年度   ３，８１４    ７５．７   ５，０３８ 推計値 

平成２７年度   ３，７６９    ７６．２   ４，９４６ 推計値 

平成２８年度   ５，７２８    ７６．８   ７，４５８ 推計値 

平成２９年度   ５，６８７    ７７．３   ７，３５７ 推計値 

平成３０年度   ５，６４８  ７７．８   ７，２６０ 推計値 

平成３１年度   ５，６０８    ７８．３   ７，１６２ 推計値 

平成３２年度   ５，５６８    ７８．８   ７，０６６ 推計値 

平成３３年度   ５，５２５    ７９．３   ６，９６７ 推計値 

平成３４年度   ５，４８３    ７９．９   ６，８６２ 推計値 

平成３５年度   ５，４４２    ８０．４   ６，７６９ 推計値 
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⑦ 一日最大給水量の予測 

一日最大給水量は、一日平均給水量を負荷率で除して算出しました。負荷率は、過

去の実績を踏まえて推計したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
一日平均給水量 

（m3/日） 

負荷率 

（％） 

一日最大給水量 

（m3/日） 
備 考 

平成２４年度   ５，１７６  ８３．２   ６，２４４ 実績値 

平成２５年度   ５，１３２  ８３．２   ６，１６８ 推計値 

平成２６年度   ５，０３８    ８３．２   ６，０５５ 推計値 

平成２７年度   ４，９４６    ８３．２   ５，９４５ 推計値 

平成２８年度   ７，４５８    ８３．２   ８，９６４ 推計値 

平成２９年度   ７，３５７    ８３．２   ８，８４３ 推計値 

平成３０年度   ７，２６０  ８３．２   ８，７２６ 推計値 

平成３１年度   ７，１６２    ８３．２   ８，６０８ 推計値 

平成３２年度   ７，０６６    ８３．２   ８，４９３ 推計値 

平成３３年度   ６，９６７    ８３．２   ８，３７４ 推計値 

平成３４年度   ６，８６２    ８３．２   ８，２４８ 推計値 

平成３５年度   ６，７６９    ８３．２   ８，１３６ 推計値 
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（２）基本方針「１．安心、安全な水の供給」に関する施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 施策① 浄水施設の見直し  

越生町は、平成８年度にクリプトスポリジウム問題の発生により、膜ろ過施設を導

入し、「急速ろ過＋膜ろ過」という仕組みの浄水方法を行っています。しかし、急速ろ

過に係るフロック形成池・薬品沈澱池・急速ろ過池の設備は、老朽化し、耐震につい

ても不安な状況にあります。しかし、耐震診断を実施し、補強を行う場合でも耐用年

数が延びることにはならず、新たな施設を造るには場所もない状況であり、費用的に

も大きな負担でとても困難であります。 

一方、膜ろ過施設は、新しい膜素材が出ており、この使用により前処理を行わなく

ても良いものとすることができますが、新しい材質の膜を導入するには、設備を一新

しなければならず、費用的に困難な状況にあります。 

以上のことから、現状の膜ろ過施設を使いながら、様々な方法を検討します。 

 

■ 施策② 水質検査体制の維持  

越生町の水道事業では、水質検査を単独で実施できる体制にはありません。現在は、

専門業者や他の水道事業体に委託して検査を実施しています。また、県水については、

埼玉県企業局で水質検査を行っており、異常が発生した場合は直ぐに連絡が行われる

体制となっています。 

越生町単独で検査体制を整えることは、費用面・人材面のいずれでも困難な状況で

あることから、現状の体制を維持してまいります。 

基本方針

１．安 心 、安 全 な水 の供 給

施策 

施策① 浄水施設の見直し 

施策② 水質検査体制の維持 

施策③ 老朽管の更新工事の推進 

施策④ 配水管の整備 

施策⑤ 業務営業用水量の増加への対応 

施策⑦ 県水１００％による給水体制の検討 

施策⑥ 組織体制の整備の推進 



 

 
                     

27 

■ 施策③ 老朽管の更新工事の推進  

法定耐用年数４０年を越えた配水管が、平成２４年度末現在２３，０９８ｍありま

す。このうち石綿セメント管が、５，１９４ｍあります。これらの老朽管を更新して

まいります。 

 

■ 施策④ 配水管の整備  

黒山の一部・龍ヶ谷・麦原・大満の一部・小杉の一部・堂山の一部・上谷の一部な

どの地区はポンプにより水を供給しております。これらのポンプ場及び配水場の維持

管理には、人と経費がかかります。また、電力により稼働しているため、落雷や災害

による停電が発生した場合、これらの地域は断水となります。そのため、新たに自然

流下による給水について検討します。 

 

■ 施策⑤ 業務営業用水量の増加への対応  

現在、越生町の給水体制は、越辺川から取水の許可水量が日量３，３６９ｍ3と黒山

湧水が、日量約８００ｍ3～１，０００ｍ3の自己水と県水が季節によりますが、日量２，

０００ｍ3～２，５００ｍ3で賄っており、最大で日量６，５００ｍ3となります。しか

し、社会的増を見込む平成２８年度以降は、これでは不足します。その場合は、県水

の増量により対応いたします。 

 

■ 施策⑥ 組織体制の整備の推進  

水道水を安定的に供給するためには、職員の技術力を確保しなければなりません。

水道課の業務分担を越えた相互援助体制により職員資質の向上を図ってまいります。 

 

■ 施策⑦ 県水１００％による給水体制の検討  

現在、給水量全体の県水の割合は、約４０％です。しかし、町の浄水施設等の状況

を考えると、県水１００％による給水について検討をする必要があります。 
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（３）基本方針「２.災害への対策強化」に関する施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 施策① 近隣市町との相互援助体制の確立  

災害時や緊急時の給水確保のため、近隣市町村との相互援助協定等の締結を進めます。 

 

■ 施策② 施設の耐震対策  

災害時において、膜ろ過棟以外の施設は耐震について不安があります。一部施設に

ついては、耐震診断を実施し、県水配水池と大満配水場の第４配水池（ＰＣタンク）

は問題がありませんでした。 

しかし、他の多くの施設は、耐震診断を実施しておりません。また、診断を実施し、

補強工事の必要性が指摘された場合、耐用年数等を考慮すると補強工事を行うよりも

施設の更新を行った方が効率的であると考えられます。また、耐震診断費用も大きな

負担となります。施設更新の時期及び施設を減少する方策について、検討し必要な対

応を進めてまいります。 

 

■ 施策③ 石綿セメント管の更新工事計画の変更  

平成２０年度から１０年間の計画で石綿セメント管の更新工事を進めて参りました

が、国の補助金の基準が変更となり、町の石綿セメント管の更新工事が補助対象とな

りません。耐震対策は進めなければなりませんが、費用が大きくかかります。 

このようなことから計画を変更し、１５年間の計画として引き続き更新工事を進め

てまいります。 

 

 

 基基本本方方針針

２２．．災災 害害 へへのの対対 策策 強強 化化

施施策策

施施策策①①  近近隣隣市市町町ととのの相相互互援援助助体体制制のの確確立立  

施施策策②②  施施設設のの耐耐震震対対策策  

施施策策③③  石石綿綿セセメメンントト管管のの更更新新工工事事計計画画のの変変更更  
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（４）基本方針「３.運営基盤の強化」に関する施策 

 

 

 

 

 

 

 

■ 施策① 水道事業費用削減の推進 

水道事業費用は、東日本大震災以降、電力費の増大や新たなに放射性物質検査を余

儀なくされるなど、経常経費の増大が止まらず非常に厳しい状況です。今後の給水収

益の減少を考え併せると、現在の施設を減らす方法を検討し、経常経費の削減を図る

必要があります。また、新たな収益の確保について、検討を進めてまいります。 

 

■ 施策② 水道料金の見直し 

現在、給水原価と供給単価については、大きな開きがあります。水道料金の見直し

を実施し、適正な水道料金について検討を行います。 

 

■ 施策③ 水道広域化の推進 

埼玉県で進める水道広域化については、様々な課題がありますが、近隣市町村と協

議をしながら県の計画に沿って進めてまいります。 

 

■ 施策④ 水道課事務所の検討 

水道課は、大満浄水場内にありますが、水道の給水申し込みや中止の申し込み等の

申請は、役場町民課で代理に行っていただいております。事務所維持費や連絡調整等

においても役場と距離があることから経費が余分にかかっており、事務所も老朽化し、

耐震に不安があることから、事務所の新設又は役場内への移転等について検討をいた

します。 

 

 基基本本方方針針

３３．．運運 営営 基基 盤盤 のの強強 化化

施施策策

施施策策①①  水水道道事事業業費費用用削削減減のの推推進進  

施施策策②②  水水道道料料金金のの見見直直しし  

施施策策③③  水水道道広広域域化化のの推推進進  

施施策策④④  水水道道課課事事務務所所のの検検討討  
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基本方針実現のために以下の計画で事業を推進します。 

なお、事業計画は、事業の進捗に応じて変更します。 

 

事業計画 

水道事業費用削減の推進

水道料金の見直し

水道ビジョンの見直し

水道広域化の推進

水道課事務所の検討

3

水利権の更新

水道事業変更認可の検討

平成
31年度

平成
32年度

平成
33年度

平成
34年度

平成
35年度

平成
26年度

平成
27年度

平成
28年度

平成
29年度

平成
30年度

業務営業用水量の増加
への対応

組織体制の整備の推進

1

2

事　　　　　業　　　　　名

浄水施設の見直し

水質検査体制の維持

老朽管の更新工事の推進

配水管の整備の検討

近隣市町村との相互援助
体制の確立

施設の耐震対策

石綿セメント管の更新工事

 

 

 

 

 

 

 

６ 事業計画 
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（１）予定損益計算書 

  水道料金を変更しなかった場合の収支見込みとなります。 

赤字決算により、平成２８年度には現金が不足し、本来なら予算として成り立ちま

せんが、資金を除外し計画しております。 

 

（単位：円）

款 項 目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

給水収益 252,515,555 242,778,015 238,990,748 235,262,412 231,592,296 227,979,508

受託工事収益 0 0 0 0 0 0

その他営業収益 8,506,000 8,506,000 8,506,000 8,506,000 8,506,000 8,506,000

計 261,021,555 251,284,015 247,496,748 243,768,412 240,098,296 236,485,508

受取利息及び配当金 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

他会計補助金 1,463,916 1,372,244 1,278,614 1,182,979 1,085,302 985,532

雑収益 326,000 326,000 326,000 326,000 326,000 326,000

計 1,790,916 1,699,244 1,605,614 1,509,979 1,412,302 1,312,532

262,812,471 252,983,259 249,102,362 245,278,391 241,510,598 237,798,040

原水及び浄水費 122,901,238 118,996,000 118,996,000 118,996,000 118,996,000 118,996,000

配水及び給水費 42,671,910 40,897,557 41,498,871 39,536,336 40,536,336 39,536,336

受託工事費 0 0 0 0 0 0

総係費 59,698,572 46,633,572 46,651,572 46,633,572 46,633,572 46,633,572

減価償却費 92,269,619 82,261,448 82,178,381 79,004,605 76,854,671 76,178,462

資産減耗費 1,914,080 4,246,900 1,402,420 1,377,560 1,386,160 1,365,000

その他営業費用 0 0 0 0 0 0

計 319,455,419 293,035,477 290,727,244 285,548,073 284,406,739 282,709,370

支払利息及び企業債取扱諸費 9,075,106 8,062,331 7,124,698 6,139,520 5,104,258 4,016,235

雑支出 0 0 0 0 0 0

計 9,075,106 8,062,331 7,124,698 6,139,520 5,104,258 4,016,235

328,530,525 301,097,808 297,851,942 291,687,593 289,510,997 286,725,605

-58,433,864 -41,751,462 -43,230,496 -41,779,661 -44,308,443 -46,223,862

-65,718,054 -48,114,549 -48,749,580 -46,409,202 -48,000,399 -48,927,565

営業利益（損失）

経常利益（損失）

水
道
事
業
費
用

営
業
費
用

営
業
外

費
用

営
業
収
益

営
業
外
収
益

水
道
事
業
収
益

計

計

 

 

 

 

７ 財政計画 
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（２）資本的収入支出見込額 

収支不足額については、損益勘定留保資金（減価償却費や資産減耗費などの実支出

を伴わない経費のこれまでの積立額）により補填して対応しております。 

しかし、それも平成２８年度には、現金がなくなるため、この計画はなりたちませ

んが、資金を前提から除外し、作成しました。 

 

（単位：円）

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

0 0 0 0 0 0

1,721,000 0 0 0 0 0

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

0 0 0 0 0 0

2,021,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

8,788,000 0 0 0 0 0

86,916,000 54,263,000 56,781,000 54,955,000 55,742,000 60,291,000

2,549,000 2,522,000 3,298,000 2,055,000 2,485,000 1,427,000

98,253,000 69,345,000 70,121,000 68,878,000 69,308,000 68,250,000

22,215,506 20,862,241 21,799,874 22,785,052 23,820,314 24,908,337

120,468,506 90,207,241 91,920,874 91,663,052 93,128,314 93,158,337

-118,447,506 -89,907,241 -91,620,874 -91,363,052 -92,828,314 -92,858,337

固定資産購入費

事務費

収支

資
本
的
収
入

企業債

出資金

工事負担金

　　　　　　　　　　　　　　　　年度
　科目

国庫補助金

計

資
本
的
支
出

建
設
改
良
費

計

企業債償還金

計

改良事業費
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この計画の進捗状況を把握し、計画を進行していきます。 

また、中間段階において、業務指標（ＰＩ）などを活用し、計画の進捗の確認と越生

町水道ビジョン及び水道事業基本計画の見直しを行います。 

この計画では、水道料金の見直しを行わないと成立しない計画がありますが、町行政

と協議の上、この部分については調整いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 推進体制及び料金見直し 



越生町上水道審議会委員名簿 

 
(敬称略) 

番号 氏  名 備考 

１ 長島  祥二郎 議会議員 

２ 水澤  努 議会議員 

３ 長島  和十 識見委員 

４ （有）吉田設備工業  吉田 良一 識見委員 

５ 大豆工房 みや（有）  宮永 琢詩 水道利用者 

６ 社会福祉法人 光  吉田 あつみ 水道利用者 

７ 佐藤  忠男 水道利用者 

8 新井  淑江 水道利用者 

9 長島  玲子 水道利用者 

(平成２５年７月１１日時点) 

  



越生町水道事業基本計画策定庁内検討委員会委員名簿 

 
(敬称略) 

番号 氏  名 所   属 備考 

１ 宮崎  桂 議会事務局長 委員長 

２ 三羽  克彦 まちづくり整備課長 副委員長 

３ 山口  辰仁 まちづくり整備課 主幹  

４ 吉田  正 企画財政課 主幹  

５ 福島  勲 総務課 主幹  

６ 吉田  公成 健康福祉課 主査  

７ 池田  好雄 水道課長  

(平成２５年７月１１日時点) 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「安心、安全な水をいつまでも」

〒350-0423 埼玉県入間郡越生町大字大満629 

T E L：049-292-3002（代表） F A X：049-292-6044 

H P： http://www.town.ogose.saitama.jp/ 

埼玉県越生町役場 水道課 

おごせ町のマスコット「うめりん」


